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戦
後
強
制
抑
留
者
に
対
す

る
特
別
給
付
金
の
請
求
が

始
ま
り
ま
し
た

老
齢
者
の
所
得
税
、
地
方

税
法
上
の
障
害
者
控
除
が

受
け
ら
れ
ま
す

少年指導センター

ヤングテレホンあらお
☎ 66-2214

★学校や友だち、家庭や子どものこと…
困ったことがあったら、ひとりで悩まな

いで！ぜひ気軽に相談してください★

●相談時間
    月～金曜（祝日を除く）
    午前 9 時～午後 5 時まで

あなたの秘密は守ります

老
齢
者
に
つ
い
て
は
、
所
得

税
法
施
行
令
、
地
方
税
法
施
行
令

の
規
定
に
よ
り
、
身
体
障
害
者
手

帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る
人
な
ど

の
ほ
か
、
身
体
障
が
い
者
に
準
ず

る
人
と
し
て
福
祉
事
務
所
長
の
認

定
を
受
け
て
い
る
人
が
障
害
者
控

除
の
対
象
と
な
り
ま
す
。

荒
尾
市
で
は
、
65
歳
以
上
の

介
護
保
険
の
要
介
護
認
定
者
の
う

ち
、
ほ
ぼ
寝
た
き
り
状
態
の
人
で

一
定
の
基
準
を
満
た
し
て
い
る
人

に「
障
害
者
控
除
対
象
者
認
定
書
」

を
発
行
し
ま
す
。

認
定
さ
れ
た
人
は
、
身
体
障

害
者
手
帳
の
交
付
を
受
け
て
い
る

人
と
同
様
に
所
得
税
、
地
方
税
上

の
障
害
者
控
除
を
受
け
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。
認
定
書
の
交
付
を
希

望
す
る
人
は
、
税
の
申
告
を
す
る

ご
本
人
の
印
鑑
と
対
象
者
の
人
の

印
鑑
を
持
参
の
う
え
、
福
祉
課
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

［
問
］
福
祉
課
☎
63
・
１
４
０
６

シ
ベ
リ
ア
戦
後
強
制
抑
留
者

に
対
す
る
特
別
給
付
金
の
請
求
受

付
が
、
10
月
25
日
（
月
）
か
ら
始

ま
り
ま
し
た
。

●
対
象
者　

戦
後
強
制
抑
留
者
で

平
成
22
年
６
月
16
日
に
日
本
国
籍

を
有
す
る
存
命
の
人

●
請
求
受
付
期
間　

平
成
22
年
10

月
25
日
（
月
）
～
平
成
24
年
３
月

31
日
（
土
）

※
基
金
か
ら
請
求
書
類
を
お
送
り

し
ま
す
。
届
い
て
い
な
い
人
は
、

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

［
問
］
独
立
行
政
法
人　

平
和
祈

念
事
業
特
別
基
金
事
業
部
特
別

給
付
金
担
当
☎
０
５
７
０
・
059
・

204
（
ナ
ビ
ダ
イ
ヤ
ル
）、
Ｉ
Ｐ

電
話
、
Ｐ
Ｈ
Ｓ
か
ら
は
☎
03
・

５
８
６
０
・
２
７
４
８

※
平
日
午
前
９
時
～
午
後
６
時

（
土
・
日
曜
、
祝
日
は
休
み
）

一
日
行
政
相
談
所
を
開
設

し
ま
す

一
日
合
同
行
政
相
談
所
を
開

設
し
ま
す
。
相
談
は
無
料
で
、
秘

密
は
厳
守
し
ま
す
。

●
日
時　

11
月
10
日
（
水
）
午
前

10
時
～
午
後
３
時

●
場
所　

玉
名
市
民
会
館　

第
一

会
議
室
（
玉
名
市
岩
崎
１
５
２
番

地
２
号
）

●
相
談
内
容　

①
行
政
相
談
…

国
、
県
、
市
な
ど
の
行
政
に
関
す

る
苦
情
や
要
望
（
行
政
相
談
員
）

②
税
務
相
談
…
所
得
税
、相
続
税
、

贈
与
税
な
ど
の
税
全
般
（
熊
本
国

税
局
税
務
相
談
室
）
③
法
律
相
談

…
民
事
、
法
的
解
釈
を
必
要
と
す

る
も
の
な
ど（
熊
本
県
弁
護
士
会
）

④
年
金
相
談
…
各
種
年
金
な
ど
に

関
す
る
社
会
保
険
相
談
（
熊
本
社

会
保
険
事
務
局
玉
名
事
務
所
）

［
問
］
総
合
案
内
☎
63
・
１
５
０
３

不
必
要
農
薬
を

回
収
し
ま
す
！

使
わ
な
い
、
処
分
に
お
困
り

の
農
薬
を
Ｊ
Ａ
た
ま
な
で
一
括
回

収
し
、
処
理
専
門
業
者
に
委
託
し

て
処
分
し
ま
す
。

回
収
処
理
費
用
は
、
法
律
上
、

事
業
者
（
農
業
者
）
自
ら
の
負
担

が
必
要
で
す
。
処
理
料
金
は
持
参

さ
れ
た
量
に
よ
り
、
キ
ロ
当
た
り

100
円
（
税
込
）
の
負
担
で
す
。

回
収
処
分
を
希
望
す
る
人
は
、

印
鑑
持
参
の
上
、
Ｊ
Ａ
回
収
場
所

へ
申
し
込
み
く
だ
さ
い
。

●
日
時　

11
月
18
日
（
木
）、
午

前
９
時
～
午
後
３
時

●
場
所　

Ｊ
Ａ
た
ま
な
荒
尾
供
給

セ
ン
タ
ー

●
回
収
品
の
対
象　

全
農
薬
（
肥

料
・
廃
油
な
ど
は
回
収
し
ま
せ
ん
）

●
回
収
品
の
梱
包　

①
残
量
が
少

な
い
液
体
を
、
ひ
と
つ
の
ビ
ン
に

ま
と
め
な
い
。（
反
応
し
て
有
害

な
ガ
ス
が
発
生
す
る
）
②
梱
包
が

古
く
破
れ
る
恐
れ
が
あ
る
場
合

は
、
そ
の
ま
ま
ビ
ニ
ー
ル
の
袋
に

入
れ
る
。

●
注
意
事
項　

長
期
に
わ
た
る
保

管
で
、
包
装
が
弱
く
な
り
中
身
が

こ
ぼ
れ
る
な
ど
の
事
故
が
お
き
る

場
合
が
あ
り
ま
す
の
で
、
取
り
扱

い
と
持
ち
込
み
に
は
充
分
注
意
し

て
く
だ
さ
い
。

［
問] 

Ｊ
Ａ
た
ま
な
荒
尾
供
給
セ

ン
タ
ー
☎
68
・
１
４
２
０

「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ

イ
ン
」
強
化
週
間
で
す
！

こ
の
度
、
女
性
を
め
ぐ
る
さ

ま
ざ
ま
な
人
権
問
題
に
積
極
的
に

取
り
組
む
た
め
に｢

女
性
の
人
権

ホ
ッ
ト
ラ
イ
ン｣

の
全
国
一
斉
強

化
週
間
を
実
施
し
ま
す
。

●
相
談
内
容　

夫
婦
、
Ｄ
Ｖ
、
女

性
差
別
等
女
性
を
め
ぐ
る
さ
ま
ざ

ま
な
人
権
問
題

●
期
間　

11
月
15
日(

月)

～
21

日(

日)

●
時
間　

平
日
：
午
前
8
時
30
分

～
午
後
7
時
、
土
・
日
：
午
前
10

時
～
午
後
5
時

●
相
談
担
当
者　

人
権
擁
護
委

員
・
法
務
局
職
員

［
専
用
電
話
番
号
］
☎
０
５
７
０
・

070
・
810

く ら し の 情 報く ら し の 情 報
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こ
の
度
、
遺
族
が
年
金
と
し
て

受
給
す
る
生
命
保
険
金
の
う
ち
、

相
続
税
の
課
税
対
象
と
な
っ
た
部

分
に
つ
い
て
は
、
所
得
税
の
課
税

対
象
に
な
ら
な
い
と
す
る
最
高
裁

判
所
の
判
決
が
あ
り
ま
し
た
。
そ

こ
で
、
こ
の
よ
う
な
年
金
に
係
る

税
務
上
の
取
扱
い
を
改
め
る
こ
と

に
し
ま
し
た
。
こ
れ
に
よ
り
、
平

成
17
年
分
か
ら
平
成
21
年
分
ま
で

の
各
年
分
に
つ
い
て
所
得
税
が
納

め
す
ぎ
と
な
っ
て
い
る
人
に
つ
い

て
は
、
そ
の
納
め
す
ぎ
と
な
っ
て

い
る
所
得
税
が
還
付
さ
れ
ま
す
。

お
手
数
を
お
掛
け
し
ま
す
が
、

必
要
な
手
続
き
（
更
正
の
請
求
ま

た
は
確
定
申
告
な
ど
）
を
し
て
い

た
だ
き
ま
す
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

こ
の
取
扱
い
の
変
更
の
対
象
と

な
る
人
や
所
得
税
の
還
付
の
手
続

き
に
つ
い
て
は
、
国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
を
ご
覧
い
た
だ
く
か
、
玉

名
税
務
署
に
お
問
い
合
わ
せ
く
だ

さ
い
。

※
平
成
17
年
分
に
つ
い
て
、
早
い

人
は
平
成
22
年
12
月
末
が
還
付
で

き
る
期
限
と
な
り
ま
す
の
で
、
早

目
の
手
続
き
を
お
願
い
し
ま
す
。

※
受
け
取
ら
れ
た
年
金
の
受
給
権

が
相
続
税
や
贈
与
税
の
課
税
対
象

と
な
る
場
合
は
、
実
際
に
相
続
税

や
贈
与
税
の
納
税
額
が
生
じ
な

か
っ
た
人
も
対
象
と
な
り
ま
す
。

［
問
］
玉
名
税
務
署
☎
72
・

２
１
２
５
（
自
動
音
声
案
内
）

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w
w
.nta.go.jp

相
続
ま
た
は
贈
与
な
ど
に
か

か
る
生
命
保
険
契
約
や
、
損

害
保
険
契
約
な
ど
に
基
づ
く

年
金
の
税
務
上
の
取
り
扱
い

が
変
更
に
な
り
ま
す

ご
存
じ
で
す
か

「
税
を
考
え
る
週
間
」

11
月
11
日
か
ら
17
日
ま
で
は

「
税
を
考
え
る
週
間
」
で
す
。

こ
れ
は
国
民
生
活
に
深
い
か

か
わ
り
を
持
っ
て
い
る
税
に
つ
い

て
、
そ
の
必
要
性
と
使
い
み
ち
、

税
務
行
政
の
現
状
を
分
か
り
や
す

く
説
明
す
る
と
と
も
に
、
国
の
基

本
と
な
る
税
に
対
す
る
理
解
を
求

め
て
い
た
だ
く
た
め
に
設
け
ら
れ

て
い
ま
す
。

今
年
は
「
Ｉ
Ｔ
化
・
国
際
化

と
税
」
を
テ
ー
マ
と
し
て
、
経
済

活
動
の
Ｉ
Ｔ
化
・
国
際
化
を
は
じ

め
と
し
た
社
会
・
経
済
情
勢
の
変

化
に
伴
う
税
務
行
政
の
さ
ま
ざ
ま

な
取
り
組
み
の
紹
介
な
ど
を
行
う

こ
と
に
し
て
い
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
は
、

特
集
ペ
ー
ジ
を
開
設
し
、
テ
ー
マ

に
即
し
た
情
報
を
提
供
す
る
ほ

か
、
広
く
皆
さ
ん
か
ら
国
税
庁
に

対
す
る
要
望
な
ど
を
う
か
が
う
た

め
の
ア
ン
ケ
ー
ト
窓
口
を
開
設
し

ま
す
の
で
、
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

［
問
］
玉
名
税
務
署
☎
72
・

２
１
２
５
（
自
動
音
声
案
内
）

国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジhttp://

w
w
w
.nta.go.jp

11月は労働保険適用促進強化期間です！
事業主の皆さん、労働保険の加入はお済みですか？

　労働保険とは労災保険と雇用保険を合わせた
総称で、事業の種類や規模にかかわりなく、農
林水産業の一部を除いて労働者を一人でも雇用
している事業主は加入し、労働保険料を納付し
なければなりません。労働保険制度や加入手続
きについては、お気軽にお問い合わせください。

［問］熊本労働局労働保険徴収室☎096-211-1702

第 3 次荒尾市文化振興基金活用事業を募集します

本市の個性的な地域文化の創造やまちづくりに生
かす文化活動を支援するため、予算の範囲内で、豊
かで活力に満ちた暮らしの実現を目指した文化振興
に寄与することを目的とします。
●助成対象事業　平成 22 年度に自ら企画して実施
する右表に掲げる事業で、広く市民に公開・公表す
るものを対象とします。なお、当該年度に申請でき
る事業は、1団体につき 1事業とします。

●助成対象事業一覧表

活動発表事業

複数の団体の共同作業や新たに実行委員
会を作るなどして、従来の活動の枠を超
えて行われる発表会などの事業。ただし、
特定の流派、会員、個展などに関わる事
業は対象外。

文化情報事業
文化を紹介するビデオ・パンフレットな
どの制作発行で、文化情報の発信に寄与
する事業

人材育成・交流事業
文化的な活動として開催される研究会、
フォーラムなどで人材育成や交流を目的
とする事業

その他の事業 文化によるまちづくりの振興に寄与する
もので、市長が特に必要と認める事業

※恒常的な活動、営利目的の活動、政治・宗教活動などは対
象外とします。

●助成対象者
①市内に住所または活動の本拠を有する団体
②助成対象事業を完了できる見込みがある団体
●助成金の額　当該事業に要する経費の３分の２と
し、限度額を 50万円とします。
※入場料、補助金、その他（広告料など）収入は、
事業に要する経費から差し引きます。
※食糧費、メンバーの旅費・賃金などは原則対象外
とします。

●助成金の交付　事業完了時に交付します。
なお、事業の性格上適当と認める場合は、概算払
い（前払い）をすることができます。
●募集期間　11月 1日（月）～　12月 3日（金）

［申・問］政策企画課　☎63-1274


